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軽費老人ホームケアハウス 重要事項説明書 

ローゼンヴィラ藤原 （令和７年５月１日） 

 

１ 当事業者が提供するサービスについての相談窓口 

電話   ０４７－４３０－７９３３(９時～１７時) 

担当    生活相談員 

※ご不明な点は、お気軽にお尋ね下さい。 

 

２ 軽費老人ホームケアハウス ローゼンヴィラ藤原の概要 

（１）提供できるサービスの種類 

事業者名  軽費老人ホームケアハウス ローゼンヴィラ藤原 

所 在 地  千葉県船橋市藤原８丁目１７番３号 

事業開始年月日  平成11年4月1日 

 

（２）事業所の職員体制（令和５年４月１日現在） 

 員数 備  考 

施 設 長 １名 併設施設との兼務 

生活相談員 １名以上  

ケアスタッフ ２名以上  

栄養士 １名 併設施設との兼務 

事 務 職 員 １名以上  

※必要に応じて上記以外の職員を配置する場合があります。 
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（３）事業所の概要 

定 員 ２６名  

居 室 ２５室 1室2人用 

リビング・ダイニング １箇所 ３階 

浴 室 ２箇所 ３階 

洗 濯 室 1箇所 ３階 

相 談 室 1箇所 １階 

事 務 室 １箇所 １階 

スタッフ室 １箇所 ３階 

 

（４）職員の勤務体制（主な職種の勤務体制） 

職  種 勤務体制 

施 設 長 日 勤  ８：４５ ～１７：３０ 

事 務 員 日 勤  ８：４５ ～１７：３０ 

生活相談員 

ケアスタッフ 

早 番  ７：１５  ～  １６：００ 

日 勤  ８：４５  ～  １７：３０ 

遅 番  １０：３０  ～ １９：１５ 

栄 養 士 日 勤  ８：４５ ～１７：３０ 

用 務 員 日 勤  ８：４５ ～１７：３０ 

 

３ 運営方針 

  ケアハウスが居宅であることを踏まえつつ、高齢者の特性に配慮した住みよい 

住居を提供し、入居者の自主性の尊重を基本として、入居者が明るく、心豊かな 

生活ができるよう配慮していくものとする。 

＊基本理念・基本方針については別紙を参照下さい。 
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４ 入退居の手続 

（１）入居に際しまして、入居日までに契約を締結して頂きます。 

（２）入居に際しましては、健康診断書を提出して頂きます。 

（３）退居に際しましては、３０日以上前に退居届を提出して頂きます。 

 

５ サービスの内容 （詳細は別紙「利用規約」をご参照下さい） 

①居室の提供 

②生活相談及び助言 

③健康管理 

④食事の提供 

⑤浴室の提供 

⑥余暇活動支援 

⑦洗濯室の提供 

⑧そのほか有償及び実費徴収のサービス 

 

６ 当施設利用に当たっての留意事項（詳細は別紙「利用規約」をご参照下さい） 

・面会  

・外出、外泊 

・飲酒、喫煙 

・所持品の持ち込み 

・動物の飼育等 

・迷惑行為等 

・設備、器具の利用 

 

７ 協力医療機関（医療機関については「別紙協力医療機関一覧」をご参照下さい）近隣

医療機関と協力体制を整えてあります。 
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８ 緊急時の対応方法 

ご入居者に体調の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずる

他、あらかじめ届出いただいた連絡先に速やかに連絡いたします。なお、身元保証

人には医療機関への手続き等をお願いします。 

 

９ 非常災害対策 

（１）災害時の対応 

事業者内の防災設備により速やかに対応いたします。また、職員が常駐しており

ますのでご入居者への対応及び関係機関への連絡を速やかに行います。 

（２）防災設備 

非常警報装置、管轄消防署への非常通報装置、スプリンクラー設備、屋内消 

火栓、消火器、避難用すべり台、非常放送設備を備えております。 

（３）防災訓練 

定期的に避難訓練（入居者参加型）及び消火訓練を行います。（年３回以上） 

（４）防火管理者  髙山 晋    施設防火担当責任者  髙山 晋 

 

10 損害賠償 

   施設はサービス提供に際し、入居者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、

その損害を賠償します。ただし、施設の故意過失がなかった場合や施設の責任に

ならない場合は、この限りではありません。 

 

 

11 サービスの提供の記録及び閲覧について 

  入居者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管するとともに、入居 

者よりご希望があった場合は、閲覧することが出来ます。 
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12 生活援助等 

  施設は、入居者が疾病等による日常生活上の援助及び介護が必要になった場合 

は、在宅サービス（介護保険等）が利用できるよう援助します。なお、この場合の 

在宅サービス利用に伴う費用は別途必要になります。 

 

13 秘密保持 

・事業者及び事業者の職員は、サービス提供をする上で知り得たご入居者及び 

その家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務 

は契約終了後も同様です。 

・事業者は、ご入居者から文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等に 

対し、ご入居者、ご家族の個人情報を提供しません。 

 

14 利用料金 

（１）サービスに係る利用料金 

【別紙料金表】に定めた料金をいただきます。なお、入院における生活費につ 

いて、その該当日数分を日割り計算のうえ請求させて頂きます。 

（２）有償及び実費徴収を要するサービス利用料金 

【別紙料金表】に定めた料金をいただきます。 

（３）支払方法 

毎月、１０日に前月分の請求書を発送いたしますので、２０日にお支払い頂き 

ます。お支払い方法は、口座引落し又は振込みとさせて頂きます。現金による 

お支払いはご遠慮ください。 

 （４）市の定める基準額改正による料金改定があります。また、有償サービス･実 

費徴収サービスにおいても、予めお知らせのうえ改定することがあります。 
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15 ご要望、苦情等の受付窓口 

・当事業者のサービス等についてご入居者またはご家族からいただいたご要望、 

苦情等につきましては、できる限り事業者内において改善を図るよう努めてまい 

りますが、当事業者を設置運営する社会福祉法人千葉県福祉援護会において 

設置する『苦情解決委員会』に直接ご意見等をお寄せいただくこともできます。 

この『苦情解決委員会』には、中立公正な立場で苦情解決第三者委員を置いて 

おります。 

◎社会福祉法人千葉県福祉援護会『苦情解決委員会』の概要 

・第三者委員名  長嶋 洋二（福祉事業従事者） 

廣瀬 賢治（福祉事業従事者） 

佐々木 マサ子（民生委員・児童委員） 

米原 仁子（福祉事業従事者） 

・連  絡  先  社会福祉法人 千葉県福祉援護会 苦情解決本部 

〒273-0047 千葉県船橋市藤原８－１７－２ 

０４７－４２９－６８７１ 

 

<その他の相談窓口> 

・市町村相談窓口 船橋市役所高齢者福祉課    

０４７－４３６－２３５３ 
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16 当法人の概要 

法人種別・名称                 社会福祉法人 千葉県福祉援護会 

代表者役職・氏名                 理 事 長   繁 田  高 広 

本部所在地・電話番号               千葉県船橋市藤原８丁目１７番２号 

０４７－４２９－６８７１ 

 

事業の種類 

【第１種社会福祉事業】  

① 障害者支援施設の経営 

② 特別養護老人ホームの経営 

③ 軽費老人ホームケアハウスの経営 

 

 

【第２種社会福祉事業】 

① 障害福祉サービス事業の経営 

② 相談支援事業の経営 

③ 福祉ホームの経営 

④ 老人短期入所事業の経営 

⑤ 老人デイサービス事業の経営 

⑥ 保育所の経営 

⑦ 一時預かり事業 

⑧ 障害児通所支援の経営 
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【公益事業】 

① 居宅介護支援事業 

② 居宅介護等事業 

③ 介護予防支援事業 

④ 地域包括支援センターの受託経営 

⑤ サービス付き高齢者向け住宅の経営 

⑥ 介護員養成研修事業 

⑦ 地域支援事業を市町村から受託して実施する事業 

（船橋市短期集中予防サービス通所型事業、一般介護予防事業対象者総合型 

介護事業） 

⑧ 地域生活支援事業を市町村から受託して実施する事業 

（障害（児）者日中一時支援事業） 

⑨ 道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業 
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令和  年  月  日 

施設入居にあたり、入居者に対して契約書および本書面に基づいて重要な事項を説明

しました。 

事業者    （所在地） 千葉県船橋市藤原８－１７－３ 

（名  称） 軽費老人ホーム ケアハウス  ローゼンヴィラ藤原 

（説明者） 所  属                             

氏  名                           ◯印  

 

私は、契約書および本書面により、事業者から軽費老人ホームケアハウスについての

概要事項の説明を受けました。また、私および私の家族（代理人・身元保証人）の個人情

報について、必要な場合は居宅介護支援事業者等に対して提供することに同意します。 

利  用  者  （住  所）                                          

 

（氏  名）                                    ◯印    

 

  利  用  者  （住  所）                                          

 

（氏  名）                                   ◯印    

 

(身元保証人)  （住  所）                                          

   

（氏  名）                                   ◯印    

 

(身元保証人)  （住  所）                                          

 

（氏  名）                                   ◯印    

※ 本重要事項説明書と同時に「契約書」にも署名・捺印し、それをもって契約開始と

なります。 
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重要事項説明書別紙 
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「私たちの道標（みちしるべ）」 

私たちの使命は地域の福祉文化に貢献することである。 

ご納得いただけるサービスを提供し、ご利用者の豊かな生活の実現を目指します。 

 

      １．やすらぎを大切にいたします 

      ２．楽しいひとときを大切にいたします 

      ３．ふれあいを大切にいたします 

      ４．笑顔を大切にいたします 

５．安心のある暮らしを大切にいたします 

 

 

行 動 指 針 

社会福祉法人 千葉県福祉援護会 



 

 

 

 


